
・教育基本法

・学習指導要領

・人権教育及び人権啓発の推進

　に関する法律

・人権教育・啓発に関する基本計画

・県人権施策基本方針

・県人権教育基本方針

・県同和教育基本方針

・学校教育指導の方針と重点

　共に、同和研修に積極的に参加する。

　保護者への啓発。

・人権や子育てに関する情報提供。

・四校交流会・皮革工場見学を通しての

○たてわり活動

　異学年との交流を

　通して人々とのつ

　ながりを大切にし、

　互いに思いやる心

　を育てる。　る態度を育てる。

３　人権教育

　高い。

・学校教育に対する期待や関心が非常に

　自ら進んで物事

　に取り組もうと

　する態度を育て

　る。

○児童会活動

　学級や学校の

　諸活動に積極

　的に参加・参

・学校だよりや人権だよりなどの広報活動

　による保護者への啓発。

・入学式・新入時入学説明会・保護者学級

　など、機会をとらえた保護者への啓発。　画しようとす

重点的に取り組む人権学習の到達目標

学年・学級経営

・学級活動や生活の場を通して、子どもの心を豊かにし、助け合える集団作りをする。

・日常生活における不合理や矛盾に気づかせ、朝の会、帰りの会などで話し合い、解決を図る。

　○権利の行使と責任

　　人間らしく生きる権利に基づいて行動し、その行動に

　　責任をもつ必要性を培う。

　　能力を培う。

　○多様性の受容

　　お互いに違いを認め合う寛容性を育む。

　○自己尊重の感情

　　よいところや不完全なところも含めて、自分自身を

　　大切な存在と受け止めようとする態度を育てる。

　　　（普遍的な視点からのアプローチ）

　○人権の概念

○生徒指導

　　世界人権宣言等の人権基準を理解し、人権を確立する

　　ために行動しようとする意識を高める。

　○コミュニケーション能力

　　能動的な傾聴の能力で、自分の感情を的確に伝える

・日記や作文などを通して、自分の生活を見つめさせる。

他の教育活動との関連 家庭・地域との連携

　○生命の尊重

　　自他の生命を尊重する子どもを育てる。

　　歴史的・社会的・文化的に作られてきた性差について

　　考える態度を育てる。

　○人権

　　人権・民族・国籍の違いを越え、個人として尊重し合い、

　　共に生きようとする子どもを育てる。

　　拉致問題についての理解を深める。

　　子ども自らの人権が保障されていると同時に、他人の

　　人権を尊重しなければならないという意識を育てる。

　○障害者

　　障害のある人々との交流を深め、共に生きる子どもを

　　育てる。

　○女性

　　　（個別的な視点からのアプローチ）

　○同和問題

　　差別や偏見を許さない態度を育て、同和問題の解決に

　　つながる感性を養う。

　○子ども

・差別の具体的な事例を知り、学習を深める。

　高齢者や障害のある

　人との交流を図り、

　共に支え合う態度を

　育てる。

○交流教育

　合い、みんなが幸せになろうとする心を育む。

　することを大切にする態度を育てる。

○総合的な学習の時間

　主体的に判断し、よりよく問題を解決する力を

　育て、自分の生き方を考える力を育てる。

○道徳

　友だちどうしが人間として信頼し合い、尊び

　養う。

○家庭

教職員の研修

・子どもの実態を把握し、共通理解を図る。

・人権問題を学び、人権意識の高揚に努める。

・同和問題に対する認識や感性を高めるために、地域を知り、地域で学ぶ研修会をもつと

　家庭生活をよりよくする実践の中で、協力、

　運動やゲームを通して、公正規則の尊重、協力

　学習、遊び、手伝いなどに意欲的に取り組み、

　自分なりの考えや工夫ができる態度を育てる。

○音楽

　表現・鑑賞を通して、豊かな情操を養う。

○図工

　創意工夫をこらし、ねばり強く創造する態度を

　見通しをもち、筋道を立てて進めていく力を

　育てる。

○理科

　自然や動植物の愛護の心を深め、生命を尊重

　する心情を育てる。

○生活

　創意工夫し、家庭愛を育てる。

○体育

・社会の一員としての自覚をもち、より

　よい社会の実現をめざそうとする子に。

各教科、道徳、特別活動及び総合的な学習

の時間における重点目標

○国語

　考えや気持ちを分かりやすい推論と言葉で伝え

　る力を身につける。

・学習に意欲的に取り組む子に。

・思いやりをもった優しい子に。

・人に迷惑をかけない子に。

地域の実態や願い

　て考えることが苦手な子どもがいる。

　そのため、コミュニケーション能力や

　共感能力を育てていきたい。

・生命を尊重する心を高めていきた。

保護者の願い

児童の実態や願い

・学習に対する意欲や関心は高く、何事

　にも意欲的に取り組もうとする子ども

　が多い。

・自分の気持ちや意見を言葉で表現する

　ことが苦手な子や、相手の立場にたっ

　思いやりの心をもち、身のまわりの不合理や矛盾に気づき、解

　決していこうとする子

第６学年目標

　友だちの心のいたみがわかり、不合理や矛盾に気づき、解決し

　ていこうとする子

・人権関係諸条約・法律

○社会

　社会の物事・事象に対する見方、考え方、自己

　の生き方を育てる。

○算数

　友だちの気持ちを考え、だれとでも仲良くできる子

第３学年目標

　相手の気持ちを考え、だれとても仲良くできる子

第４学年目標

　相手の気持ちを考え、その人の立場に立って行動できる子

第５学年目標

②正しいことは正しい、悪いことは悪いと言い合える集団づくりをする。

③生活の中で人権にかかわる問題に目を向け、みんなで話し合って解決して
　いく実践的・自主的態度を身につけさせる。

各学年重点目標

第１学年目標

　　だれとでも仲良くできる子

第２学年目標

　歴史学習会。

・四小６年児童による四校児童

　交流会。

・西和ブロックによる講演会、

　現地学習会、実践交流会。

１．人権教育全体計画

学校間の連携

・幼稚園・保育所との指導等に

　関する情報交換。

・西和ブロックにおける四小学

　校と、西和中学校間との指導

　等に関する情報交換。

・高等学校との情報交換。

・西和ブロックでの小・中合同

学校教育目標

新しい時代を切り拓く、心豊かでたくましい人間を育成する。

人権教育目標

日常生活の中で、人権にかかわる不合理や矛盾に気づき、差別を許さない態度
を育てる。

人権教育具体的目標

①一人ひとりの子どもを大切にし、相手の喜びや悲しみ、苦しみなどを共に
　分かち合える子どもを育てる。

・和歌山市同和教育方針

関係法令等

・日本国憲法


